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75歳以上の医療費の窓口負担を１割から２割
に引き上げる「医療制度改革関連法案」が2021
年６月４日参院本会議で可決、成立しました。

医療機関の窓口負担は現在、次のようになって
います。

〈 医療費の自己負担割合 〉
一般・低所得者 現役並み所得者

75歳以上 １割負担
３割負担

70歳～74歳 ２割負担
70歳未満 ３割負担
６歳未満

（義務教育就学前）
２割負担

（自治体の負担で無料）

   後期高齢者（75歳以上）の
 窓口負担割合の見直し

医療制度改革関連法により２割負担となるの
は、75歳以上の約20%で、約370万人が対象と
なります。

２割負担となる所得基準は課税所得が28万円
以上かつ年収200万円以上（複数世帯は75歳以
上の年収合計が320万円以上）の方です。施行日
は令和４年度後半、政令で定めます。

ただし、外来患者の１か月分の負担増は、最大
でも3,000円に収まるよう配慮されます。例えば
医療費総額が7万円の場合、1割負担で7,000円、
2割負担では14,000円となるところ、3,000円ま
での負担増で10,000円に抑えられます。これは
施行後3年間の経過措置です。

  負担が２割となるケースは？

※ 「課税所得」　収入から、給与所得控除や公的年金等控除、
所得控除（基礎控除や社会保険料控除）を差し引いた後の 
金額、「年金収入+その他の合計所得金額」の年金収入は、
公的年金等控除を差し引く前の金額です。その他の合計 
所得金額は、事業収入や給与収入から、必要経費や給与所得
控除を差し引いた後の金額です。

出所： 厚生労働省ホームページ「高齢者医療制度」を基に筆者
作成

  まとめ

自己負担割合が１割から２割になると、窓口で
支払う金額は２倍になりますが、外来受診につい
ては、施行後３年間の負担軽減措置があります。
また、公的医療保険には「高額療養費制度」があり、
１か月の医療費の自己負担の限度額が設けられて
います。

後期高齢者医療制度の財源は自己負担分を除い
て５割が公費負担、４割が現役世代からの後期高
齢者支援金、１割が高齢者の保険料です。若い世
代の保険料負担を抑え、高齢者に必要な医療が確
保される施策が重要となります。

高齢者の医療費、
　１割から２割負担に！

FP
にゅうす

ファイナンシャル・プランナー

個人相談お問い合わせ先

コープぐんま共済部 0277-52-6553
 個人相談 ： コープぐんまの事業所 

または店舗組合員室、２時間以内
 共済カウンター ： コープ昭和店・藤岡店 

（毎週火・金、11時～18時）

・  課税所得が28万円以上で、 
世帯に75歳以上が２人以上の場合

 「年金収入+その他の合計所得金額」
 　→ 320万円未満 →１割負担 

320万円以上 →２割負担 

世帯内の75歳以上の人で最も課税所得が高い人の
・ 課税所得が28万円未満 →１割負担
・  課税所得が28万円以上で、 

世帯に75歳以上が１人の場合
 「年金収入+その他の合計所得金額」
 　→ 200万円未満 →１割負担 

200万円以上 →２割負担 


